
居宅介護支援重要事項説明書 

 
あなた（またはあなたの家族）が利用しようと考えている居宅介護支援業務について、契約を締結する

前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、

遠慮なく質問をしてください。 
この「重要事項説明書」は、太田市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例（H30.3.16条例

第12号）に基づき、居宅介護支援契約締結に際して、事業者が予め説明しなければならない 内容を記したものです。 

 
 
１、 当事業所が提供するサービスについての相談窓口 

 
  電話  ０２７７－７８－３４９４ 
         （月～土：午前８時３０分～午後５時３０分まで ※２４時間連絡可能 ） 
  担当  金井 あづさ ・ 阿久戸 由佳 ・ 栗原 千春 
      ＊ご不明な点は、なんでもおたずねください。 
 
２、イムスやぶづかロイヤルケアセンター居宅介護支援事業所の概要 
（１）居宅介護支援事業者の指定番号およびサービス提供地域 

事業所名 イムスやぶづかロイヤルケアセンター居宅介護支援事業所 
所在地 群馬県太田市大原町531-3 

介護保険指定番号 １０７０５０２７４３ 
サービスを提供する 

 地域 
太田市・桐生市・伊勢崎市・みどり市・足利市 

    ＊上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。      
 
（２） 同事業所の職員体制                           

 常勤（専従） 常勤（兼務） 計（常勤換算） 
管理者（主任介護支援専門員）  1名 0.1名 

介護支援専門員 2名 1名 2.9名 
     ＊管理者は介護支援専門員を兼ねる。 
  
（３）営業時間 

平日（月～土） 午前８時３０分～午後５時３０分 
休日 日曜日及び年末年始（12月31日～1月2日） 
＊ 緊急連絡電話 ０９０－１１２３－７５５９（午後5時31分～午前8時29分まで） 

 
 

３、居宅介護支援の内容、利用料について 
（１） 居宅介護支援の内容（別紙1参照） 

① 居宅サービス計画の作成 
② 居宅サービス事業者との連絡調整 
③ サービス実施状況把握（訪問回数１か月に１回以上）、評価 
④ 利用者状況の把握 
⑤ 給付管理 
⑥ 要介護認定申請に対する協力、援助 
⑦ 相談業務 
 

（２） 介護報酬 （地域区分：7級地 1単位：10.21円）※単位数に10.21円を乗じた金額 
通常、介護区分により下記の通りです。その他、その月の条件により下記加・減算があります。 
要介護 １・２       1086単位/月     要介護３～５           1411単位/月 
特定事業所加算Ⅲ     323単位/月     初回加算          300単位/月 
入院時情報連携加算（Ⅰ） 250単位/回      入院時情報連携加算（Ⅱ）  200単位/回 



退院・退所加算（Ⅰ）イ  450単位/回     退院・退所加算（Ⅰ）ロ  600単位/回 
退院・退所加算（Ⅱ）イ  600単位/回     退院・退所加算（Ⅱ）ロ  750単位/回 
退院・退所加算（Ⅲ）      900単位/回     通院時情報連携加算    50単位/月 
緊急時等居宅カンファレンス加算  200単位/回 
 

（３） 利用料 
要介護認定を受けられた方は介護保険制度から全額支給されるので自己負担はありません。 
 

（４） 交通費 
前記２の（1）のサービスを提供する地域にお住いの方は無料です。それ以外の方は介護支援専門員が

訪問する為の交通費の徴収をさせて頂きます。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額とします。 
① 通常の事業の実施地域を超えた地点から片道おおむね ５㎞ 未満      ２５０円 
② 通常の事業の実施地域を超えた地点から片道おおむね ５㎞以上１０㎞未満  ５００円 
③ 通常の事業の実施地域を超えた地点から片道おおむね １０㎞以上      ７５０円 
 

（５） その他 支払い方法 
料金が発生する場合、月ごとの清算とし、毎月１０日までに請求書を発行しますので、その月の末日ま

でにお支払いください。領収書を発行致します。お支払い方法は、利用者等の意向を尊重し決定します。 
 

４、事業の目的  
介護を必要とする方に、ご自宅で日常生活を営むための、適正な居宅サービス計画を作成し、提供されるサービ

ス状況の管理を行うことを目的とします。 
 

５、運営方針 
利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことが出来るよう配 
慮し、利用者の意思及び人格を尊重し、適切な保健医療サービス、福祉サービスが多様な業者から総合的かつ 
効率的に提供されるよう配慮いたします。また運営に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、 
指定居宅サービス事業者、他の居宅介護支援事業者や介護保険施設等との連携に努めます。  
（１） 地域ケア会議における関係機関への情報共有 

介護保険上に位置づけた地域ケア会議において、個別のケース事例の提供を求められる場合には、これ

に協力するよう努めます。 
（２） 人材育成への協力体制の整備 

当事業所において、法定研修等における実習の受け入れを行います。 
（３） 困難事例への対応 

地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合、センターと連携を図り、できる限り居

宅介護支援サービスを提供します。 
  （４） 公正中立なケアマネジメントの確保 
    １、利用者様の意思に基づいた契約であることから、利用者様に対しては複数のサービス内容、提供する

事業所についての情報提供、利用者様の意思に基づいた決定の支援を行います。 
      また、利用者様のご希望により、当該サービス事業所をケアプランに位置づけた理由について、説明

対応を行います。 
    ２、当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況につい

て、説明を行います。（別紙２参照） 
  （５） 障害福祉制度の相談専門員との密接な連携 

障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携を行い、障害福祉サービスから介護保険サービスへの移

行などを行う際の支援を円滑にできるよう努めます。 
（６） 医療機関との連携の強化 

    １、 必要時、医療機関（主治医）に対し個々のケアプランを提出し、健康状態や疾病、生活における相談

を行います。また、利用者様の入退院時の情報提供を円滑に行うため、入院時には医療機関へ担当の

介護支援専門員の氏名、事業所名をお伝えください。 
    ２、 ケアマネジメントを行う上で必要と判断した場合、利用者様の通院時に介護支援専門員が同行し、医

師との情報連携を行います。 
    ３、 退院・退所時の支援体制充実 
      病院等からの退院・退所時、必要に応じ福祉用具専門員や作業療法士などの専門職を同席させ、身体



状況、自宅環境に合わせた支援の充実を図ります。 
    ４、訪問介護事業所等から伝達された利用者様の口腔に関する問題や服薬状況、ケアマネージャーが把握し

た利用者様の状態等について、情報共有が必要な場合に、ケアマネージャーから主治の医師や歯科医

師、薬剤師に情報伝達を行います。 
  （７） 看取り期における本人の意思を尊重したケアの充実 
      「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」に沿い、ご本人・ご家

族との十分な話し合いや、関係者との連携ができるよう努めます。 
（８） 感染症対策の強化 

6 か月に 1 回以上感染対策委員会を開催（合同開催）、対策の強化に努めます。また、感染症に対する

年1回以上の職員研修と実際に感染症が発生したことを想定し訓練を行います。新規職員採用時にも研

修を実施します。 
（９） 業務継続計画の策定（感染症や災害） 

年 1 回以上の職員研修の実施と、実際に感染症や災害が発生したことを想定し、演習や訓練を年 1 回

以上実施します。（合同開催） 
（１０） 高齢者虐待防止の推進 

虐待防止検討委員会へ参加し、年1回以上の職員研修を実施します。新規職員採用時にも研修を実施し

ます。 
虐待防止に関する担当者 金井 あづさ（基礎資格 社会福祉士） 

（１１） 身体拘束等の原則禁止 
利用者様又は他の利用者様等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束 

を行いません。身体的拘束を行う場合には、その際の利用者様の状況並びに緊急やむを得ない理由を記

録します。 
 

６、介護サービス情報公表制度の活用 
      厚生労働省が管理する介護サービス情報公表制度へ、必要な情報を掲示します。 
   （１）認知症に係る取り組み（関係する研修体制、資格保持状況など） 
   （２）質の高いケアマネジメントの推進 
 
７、説明同意・記録等文書保管における電磁的な対応 

   （１）利用者への説明同意（介護サービス計画書等）につき、署名・押印に代わる対応を求める場合がありま

す。 
   （２）ケアマネジメントで必要な書類・記録等の保存・交付について電磁的な対応を求める場合があります。 

 
８、サービス内容に関する苦情 

（１） 当事業所お客様相談・苦情担当 
当事業所の居宅介護支援に関するご相談・苦情及び居宅サービス計画に基づいて提供している各サービ

スについてのご相談・苦情を承ります。 
イムスやぶづかロイヤルケアセンター居宅介護支援事業所  
担当 管理者 電話 ０２７７－７８－３４９４ 

（２） その他 
当事業所以外に、居宅介護支援に関するご相談・苦情、及び居宅サービス計画に基づいて提供している

各サービスについてのご相談・苦情を伝える窓口があります。    
    太田市役所 介護サービス課 

群馬県太田市浜町２番３５号 電話番号０２７６-４７-１８５６ ﾌｧｯｸｽ番号 ０２７６-４７-１８８９ 
午前８時３０分～午後５時１５分（土日祝日除く）   

  桐生市役所 高齢福祉課 
 群馬県桐生市織姫町１番１号 電話番号０２７７-４６-１１１１ ﾌｧｯｸｽ番号 ０２７７-４３-１００１ 

午前８時３０分～午後５時１５分（土日祝日除く） 
 伊勢崎市役所 介護保険課 
 群馬県今泉町２丁目４１０番 電話番号０２７０-２４-５１１１ ﾌｧｯｸｽ番号０２７０-２３-９８００ 

午前８時３０分～午後５時１５分（土日祝日除く） 
 
 



みどり市役所 介護高齢課 
 群馬県みどり市笠懸鹿２９５２番  電話番号０２７７-７６-２１１１ﾌｧｯｸｽ番号０２７７-７６-２４４９ 

午前８時３０分～午後５時１５分（土日祝日除く） 
足利市役所 いきいき長寿課 
栃木県足利市本城３丁目2145番地 電話番号０２８４-２０-２１５３ﾌｧｯｸｽ番号０２８４-２０-１４５６ 

午前８時３０分～午後５時１５分（土日祝日除く）   
群馬県国民健康保険団体連合会 苦情処理相談窓口  

  群馬県前橋市元総社町355番地の8  電話番号０２７－２９０－１３２３ 
    午前９時～午後４時３０分（土日祝日除く） 
 

９、事故対応と損害賠償 
     利用者様に対し居宅介護支援事業所の提供により事故が発生した場合には、家族様に報告するとともに

適切かつ誠実な対応を行います。また、直ちに事故に至った経緯及び態様を調査し、事実を正確に把握

します。事故発生時はできるだけ速やかに市町村や関係機関へ正確に事故発生の報告をし、再発の防止

に努めます。賠償すべき事故が発生した場合には損害賠償を速やかに行います。 
 
１０、秘密の保持と個人情報の保護について 
   ①利用者及びその家族に関する秘密の保持について 

事業者及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正

当な理由なく、第三者に漏らしません。この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。 

②個人情報の保護について 
事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議において、利用者の個人情報を用

いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議

で利用者の家族の個人情報を用いません。事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録

物については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとし

ます。 

重要事項説明書説明年月日       年     月     日 

上記内容について、「太田市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の定める太田市

条例第7条」の規定に基づき、利用者に説明を行いました。 

事業者 所在地 群馬県太田市大原町 531-3 

事業者名 イムスやぶづかロイヤルケアセンター居宅介護支援事業所 

説明者                ㊞    

上記内容の説明を事業者から受け内容に同意して受領しました。 

利用者 住所                         

    氏名                ㊞ 

代理者 住所                         

    氏名                ㊞  続柄（    ） 

この重要事項説明書の内容説明に基づき、この後、契約を締結する場合には利用者及び事業者の双方が、内容の確認を行

った旨を文書で確認するため、利用者及び事業者の双方が記名押印の上各自1通を保有する。 
重要事項説明書及び契約書は、介護保険の給付対象者である本人の行為であることが必要であると考えられます。このた

め、代理人については、本人に代わって、この契約行為を行い得る者である必要があります。 
また代理人は、法定代理人又は任意代理人であるかは問いませんが、任意代理人については、本人の意思や立場を理解し

うる立場の者であることが望ましいと考えられます。（たとえば、同居親族または近縁の親族など） 



 

（別 紙１） 居宅介護支援業務の実施方法等について 

 

1  居宅サービス計画の作成について 

 ① 事業者は、居宅サービス計画の原案作成に際しては、次の点に配慮します。 

  ア 利用者の居宅への訪問、利用者及びその家族に面接により利用者の置かれている環境、立場の十分な理解と課題

の把握に努めます。 

  イ 利用する居宅サービスの選択にあたっては、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関する情報を利用者

またはその家族に提供します。 

  ウ 事業者は、利用者に対して居宅サービスの内容が特定の種類、事業者に不当に偏るような誘導または指示を行い

ません。 

  エ 事業者は、居宅サービス計画の原案が、利用者の実情に見合ったサービスの提供となるよう、サービス等の担当

者から、専門的な見地からの情報を求めます。 

② 事業者は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望する場合には、利用者の同

意を得て主治の医師等の意見を求めます。 

③ 事業者は、居宅サービス計画の原案について、介護保険給付の有無、利用料等の利用者のサービス選択に資する内

容を利用者またはその家族に対して説明します。 

  ア 事業者は、利用者の居宅サービス計画の原案への同意を確認した後、原案に基づく居宅サービス計画を作成し、

改めて利用者の同意を確認します。 

  イ 利用者は、事業者が作成した居宅サービス計画の原案に同意しない場合には、事業者に対して居宅サービス計画

の原案の再作成を依頼することができます。 

 

２ サービス実施状況の把握、評価について 

①  事業者は、居宅サービス計画作成後も、利用者またはその家族、さらに指定居宅サービス事業者と継続的に連絡

をとり、居宅サービス計画の実施 状況の把握に努めるとともに、目標に沿ったサービスが提供されるよう指 定居

宅サービス事業者等との調整を行います。 

②   事業者は、居宅サービス計画が効果的なものとして提供されるよう、利用者の状態を定期的に評価します。 

③   事業者は、その居宅において日常生活を営むことが困難になったと判断した場合、または利用者が介護保険施設

への入院または入所を希望する場合には、事業者は利用者に介護保険施設に関する情報を提供します。 

 

３ 居宅サービス計画の変更について 

   事業者が居宅サービス計画の変更の必要性を認めた場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した

場合は、事業者と利用者双方の合意をもって居宅サービス計画の変更を、この居宅介護支援業務の実施方法等の手順

に従って実施するものとします。 

 

４ 給付管理について 

事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、国民健康保険団体連合会に提出

します。 

 

５ 要介護認定等の協力について 

①  事業者は、利用者の要介護認定または要支援認定の更新申請および状態の変化に伴う区分変更の申請が円滑に行

われるよう必要な協力を行います。 

②  事業者は、利用者が希望する場合は、要介護または要支援認定の申請を利用者に代わって行います。 

６ 居宅サービス計画等の情報提供について 

   利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合には、利用者の居宅サービス計画作成が円滑に引き継げるよ

う、利用者の申し出により、居宅サービス計画等の情報の提供に誠意をもって応じます。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


	居宅介護支援重要事項説明書
	１、 当事業所が提供するサービスについての相談窓口
	２、イムスやぶづかロイヤルケアセンター居宅介護支援事業所の概要

